
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
四
十
六
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）
第
一
条
第
一
項

第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改

正
し
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
四
年
八
月
二
日

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
二

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
二

号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条

る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
を
い
う
。
）
に
係
る
指
定
難
病
（
法
第
五
条
第

第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
を
い
う
。
）
に
係
る
指
定
難
病
（
法
第
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
特
定
医
療
（
同

一
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
特
定
医
療
（
同

項
に
規
定
す
る
特
定
医
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
費
用
が
高
額

項
に
規
定
す
る
特
定
医
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
費
用
が
高
額

な
治
療
を
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
と
し
て
厚
生
労
働

な
治
療
を
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
と
し
て
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
同
一
の
月
に
受
け
た
指
定
難
病
に
係
る
特
定
医
療
に

大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
同
一
の
月
に
受
け
た
指
定
難
病
に
係
る
特
定
医
療
（

要
し
た
費
用
の
額
に
つ
き
法
第
五
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

支
給
認
定
を
受
け
た
月
以
後
の
も
の
に
限
る
。
）
に
要
し
た
費
用
の
額
に
つ
き

よ
り
算
定
し
た
額
及
び
同
一
の
月
に
受
け
た
小
児
慢
性
特
定
疾
病
（
児
童
福
祉

法
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
五
万

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

円
を
超
え
た
月
数
が
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

小
児
慢
性
特
定
疾
病
を
い
う
。
）
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
（
同

一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
高
額
難
病
治
療
継
続
者
に
係
る
認
定
の
申

法
第
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
を
い
い
、

請
を
行
っ
た
日
の
属
す
る
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
六
月
以
上
あ
る
も
の

当
該
特
定
医
療
に
係
る
支
給
認
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
以
前
の
も
の
に
限

と
す
る
。

る
。
）
に
要
し
た
費
用
の
額
に
つ
き
同
法
第
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合
算
し
た
額
が
五
万
円
を
超
え
た
月

数
が
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第

二
号
ロ
に
規
定
す
る
高
額
難
病
治
療
継
続
者
に
係
る
認
定
の
申
請
を
行
っ
た
日

の
属
す
る
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
六
月
以
上
あ
る
も
の
と
す
る
。


